
第2部　市町村社協別　個票篇
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設立：S26.7.3 法人認可：S39.12.22

〒238-0041 横須賀市本町2-1   市立総合福祉会館2階

TEL  046-824-3435 FAX  046-827-0264 Email  shakyo@wg7.so-net.ne.jp 

URL  http://www.yokosuka-shakyo.or.jp/shakyo/

■ 横須賀市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]384,846人(98.5%) ……… 男：191,561人 / 女：193,285人 [高齢化率]32.0%(+0.3p)

[世帯数]165,560世帯(99.1%) [平均世帯構成人数]2.32人(99.3%) [自治会数]367(+1)

[民生委員児童委員] 定数：584人(100.0%) 現員数：553人(100.5%) 充足率：94.7％(+0.5p)

[身体障害者手帳所持者数]13,117人(98.2%) [知的障害者手帳所持者数]3,449人(102.8%)

[精神保健福祉手帳所持者数]4,088人(100.3%)

[生活保護世帯数]4,168世帯(102.6%) [生活保護率]13.7‰(+0.5p)

[障害児童相談支援事業所数]13(±0) [特定相談支援事業所数]21(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：12   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念
「わたしがつくる みんなでつくる 一人ひとりが〝住みやすい〟まち 横須賀」
基本目標
①人と人とのつながりを大切にしよう
②住民一人ひとりが参加してわがまちの地域福祉を進めよう

▷データ篇P.7～

20

20

20

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計20

計20

計20
12

8

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：20人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

なし

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ ■ － － － －

－ ■ － － － －

－ ■ － － － －

－ ■ － － － －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
7

7

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員

職員配置 職員参加

Co人数 (社協) (行政) (その他)

第1層 1 (0) (1) (0)

第2層 7 (0) (1) (6)

１ 第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２ 地区社会福祉協議会活動支援
３ 地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関係事業）
４ 社会福祉推進委員制度
５ 日常生活自立支援事業
６ よこすか市民後見人等運営事業

▷データ篇P.7～

▷データ篇P.14

市が直営しており、市社協は第1層協議体では構成員、市内7地域に設置済みの第2層協議体ではオブザーバーとして参画。
第2層協議体の生活支援コーディネーター業務は地域包括支援センターが受託し、構成員は概ね地区社協の役員と重複して
いるが、近年では当該地域での所属や役職等にはこだわらず、広く関心のある住民での構成を目指している。市では第2層
協議体に成果物は求めないとしているものの、主に支え合い活動や通いの場の充実を提唱している中で、町内会・自治会
をベースにした支え合い活動は少しずつ増えてきている。その一方で、こうした活動は、あくまで住民自らが地域の課題
を自覚し、その課題の解決に向かって活動を立ち上げていけるよう第2層協議体をとおして促している中で、ひと昔前のよ
うに行政や社協からの具体的な協力依頼はしないため、結果として構成員にとっては自分たちの役割として何を求められ
ているのかわかりにくいといった状況も否めない。

社協職員はすべての第2層協議体にオブザーバーとして参加
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設立：S28.4.1 法人認可：S50.3.31

〒254-0047 平塚市追分1-43   市福祉会館内

TEL  0463-33-1377 FAX  0463-33-6588 Email info@hiratsukasyakyo.net

URL  http://www.hiratsukasyakyo.jp

■ 平塚市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]258,075人(100.2%)……… 男：128,806人 / 女：129,269人 [高齢化率]28.2%(-0.7p)

[世帯数]112,905世帯(100.0%) [平均世帯構成人数]2.29人(100.3%) [自治会数]229(±0)

[民生委員児童委員] 定数：406人(100.0%) 現員数：402人(100.8%) 充足率：99.0％(+0.7p)

[身体障害者手帳所持者数]7,993人(98.8%) [知的障害者手帳所持者数]2,178人(103.2%)

[精神保健福祉手帳所持者数]2,413人(103.5%)

[生活保護世帯数]2,796世帯(105.0%) [生活保護率]13.9‰(+0.6p)

[障害児童相談支援事業所数]18(±0) [特定相談支援事業所数]22(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：13   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりの推進」を目標に、「平塚市地域福祉活動
計画（第３期）」に沿った事業展開を推進します。

▷データ篇P.7～

45

50

44

90

78

78

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計135

計128

計122

18

31
73

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：122人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(3)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(11)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

なし

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ ■ － － ■ －

－ ■ － － ■ －

－ ■ － － ■ －

－ ■ － － － －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 2 (0) (2) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

13第2層 18 (1) (0) (17)

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

▷データ篇P.7～

１ 第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２ 地区社会福祉協議会活動支援
３ 地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関係事業）
４ 社会福祉推進委員制度
５ 日常生活自立支援事業
６ よこすか市民後見人等運営事業

1.相談支援体制の強化
2.企業等への貢献活動の参加促進
3.災害時支援体制の強化
4.終活についての普及啓発

▷データ篇P.14

チームで対応している。

生活支援体制整備事業では構成メンバーとして参画している。第２層については、地域により関
わり方は異なるが、協議体会議に参加し地域住民と共に検討に参加し、地域福祉推進に関わって
いる。

第2層生活支援コーディネーターの内「その他」属
性の17名ですが、福祉村から配属されています。
福祉村は平塚独自の取り組みで、地域における生活
相談と「ふれあい交流活動」の2本を軸として活動
しています。
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設立：S27.2.10 法人認可：S50.12.24

〒248-0012 鎌倉市御成町20-21   市福祉センター内

TEL  0467-23-1075 FAX  0467-22-2213 Email info@kamakura-shakyo.jp

URL http://www.kamakura-shakyo.jp

■ 鎌倉市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]172,694人(100.1%)……… 男：81,063人 / 女：91,631人 [高齢化率]30.5%（-0.1p)

[世帯数]76,080世帯(101.1%) [平均世帯構成人数]2.27人(99.1%) [自治会数]181(±0)

[民生委員児童委員] 定数：224人(100.0%) 現員数：215人(101.4%) 充足率：96.0％(+1.4p)

[身体障害者手帳所持者数]4,740人(97.4%) [知的障害者手帳所持者数]1,082人(102.1%)

[精神保健福祉手帳所持者数]1,571人(105.2%)

[生活保護世帯数]874世帯(100.9%) [生活保護率]5.9‰(±0p)

[障害児童相談支援事業所数]16(+9) [特定相談支援事業所数]14(+3)

[地域包括支援センター] 設置総数：10   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①かまくらささえあい福祉プランの着実な推進
②生活困窮の課題への取組み

▷データ篇P.7～

23

50

72

25

0

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計48

計50

計72

14

25

33

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：72人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(1)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(1)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成30年1月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ － － ■ ■ ■

－ － － ■ ■ ■

－ － － ■ － －

－ － － ■ － －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

協議体
0 (0) (0) (0) 0

Co人数 (社協) (行政) (その他)

協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

R1

H30

生活支援Co 協議体構成員

第1層 第2層
R3

R2

第1層

第2層 5 (5) (0) (0) 6

①社協の相談窓口機能の向上
②市民や関係団体等の連携・協働による地域福祉の推進
③居場所や活動拠点の確保に向けた取り組み

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

①プランに基づく事業の実施及び、相談窓口の強化、地域活動支援
②生活福祉資金貸付にかかる支援、権利擁護と地域生活支援
③老人福祉センターの運営

▷データ篇P.14

生活支援コーディネーターが中心となり、個人宅や空き店舗等を活用することにより、近隣住民が集うこと
のできる場となる「近所の団らん助成事業」に取り組んでいます。

▷データ篇P.7～
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設立：S26.7.1 法人認可：S44.4.2

〒251-0054 藤沢市朝日町1番地１ 藤沢市役所分庁舎１階

TEL 0466-50-3525 FAX  0466-26-6978 Email  syakyo1@cityfujisawa.ne.jp

URL  http://www.fujisawa-shakyo.jp/

■ 藤沢市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]438,968人(100.9%)……… 男：216,610人 / 女：222,358人 [高齢化率]24.5%(+0.0p)

[世帯数]195,389世帯(101.8%) [平均世帯構成人数]2.25人(99.0%) [自治会数]476(-2)

[民生委員児童委員] 定数：520人(100.0%) 現員数：502人(99.8%) 充足率：96.5％(-0.2p)

[身体障害者手帳所持者数]10,971人(99.7%) [知的障害者手帳所持者数]3,410人(104.2%)

[精神保健福祉手帳所持者数]4,238人(106.2%)

[生活保護世帯数]4,291世帯(101.2%) [生活保護率]12.6‰(-0.2p)

[障害児童相談支援事業所数]12(-1) [特定相談支援事業所数]16(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：18   基幹型：有（社協以外運営）   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第3次地域福祉活動計画より
・基本理念
「一人ひとりが主役 共に支えあい 安心して暮らせるまち ふじさわ」
・基本目標
①地域の関心をもち、行動できる人材づくり
②お互いが見守り、支えあい、つながる地域づくり
③誰もが安心して暮らせるしくみづくり」

▷データ篇P.7～

45

57

57

70

67

66

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計115

計124

計123

37

33

53

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：123人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(5)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(1)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成28年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ － － ■ ■ －

■ － － － ■ －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (1) (0) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

13第2層 18 (14) (0) (4)

▷データ篇P.7～

１．地域福祉を支える人材づくり（①ボランティアや地域活動の担い手の育成 ②地域福祉活動団体への助成金制度の充実③専門性の高い福祉人材の
養成）
２．生活支援の仕組みづくり
３．包括的な相談支援体制の構築（①コミュニティソーシャルワーカーによる相談支援及び地域支援体制の充実 ②地域における相談支援ネットワー
クの構築）
４．引きこもりや生活困窮者等の地域で孤立しがちな方への支援（①生活困窮者の自立支援関係事業の推進 ②引きこもり等社会参加事業の推進）
５．関係機関や民間企業等との連携（①社会福祉法人による地域の公益的な取り組みの推進 ②民間機関や民間企業等との連携 ③地区社会福祉協議
会等との連携）
６．権利擁護の推進（①成年後見制度等の相談機会及び利用支援機能の充実 ②成年後見制度中核機関の運営）
７．在宅福祉サービスセンター事業等への取り組み（①セーフティネット機能の維持 ②共生社会に向けた独自在宅サービスの推進）
８．いきいきシニアセンターの運営
９．地域福祉活動センターの運営
１０．第４次地域福祉活動計画の策定
１１．災害対応に向けた取り組みの推進

▷データ篇P.14

現在、第4次地域福祉活動計画策定の年であり、このテーマは重点課題であるところ。Withコロナや現在の
社会情勢をとらえた新しい発想と従来を大切にする両面が求められる。

第1層、第2層の生活支援コーディネーターが連携し、13地区の市民センター公民館（行政）、地区社協、地
域の縁側（居場所事業）、地区ボランティアセンター、介護及び医療機関などを訪問し、意見交換、情報交
換を実施。また、引きこもり、不登校などの当事者、取り組みをしている団体との連携を図るなど行ってい
る。加えて、単位町内会等への訪問も行っている。
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設立：S27.12.24 法人認可：S51.5.20

〒250-0055 小田原市久野115-2   おだわら総合医療福祉会館内

TEL  0465-35-4009 FAX 0465-35-6902 Email  odawarashakyou@ybb.ne.jp

URL  http://www.odawarashakyou.or.jp

■ 小田原市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]188,375人(99.5%) ……… 男：90,969人 / 女：97,406人 [高齢化率]30.2%(+0.2p)

[世帯数]82,454世帯(100.5%) [平均世帯構成人数]2.28人(98.9%) [自治会数]250(±0)

[民生委員児童委員] 定数：341人(100.0%) 現員数：335人(101.5%) 充足率：98.2％(+1.4p)

[身体障害者手帳所持者数]6,228人(99.1%) [知的障害者手帳所持者数]1,785人(103.8%)

[精神保健福祉手帳所持者数]1,394人(104.2%)

[生活保護世帯数]2,568世帯(103.8%) [生活保護率]17.2‰(₊0.7p)

[障害児童相談支援事業所数]8(±0) [特定相談支援事業所数]8(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：12   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総合的な相談支援体制を強化し、アウトリーチを通じた問題発見と自立に向けた伴走、関係機関等との支援サー
ビスの調整、地域活動団体等と協調した地域資源の活用などに取り組んでいきます。

また、「第３期地域福祉計画・地域福祉活動計画」が最終年を迎えることとなりますが、これまでの実績を踏
まえ評価・検証をしながら、第４期地域福祉活動計画を策定するとともに、小田原市が策定した「おだわら成年
後見制度利用促進指針」に基づき、必要な人が必要なときに利用できる成年後見制度の体制づくりを市及び法律
専門職等と連携し取り組みます。

一方で、地域福祉推進の核となる地区社会福祉協議会と協働して、地域安心見守り活動、地区内連携強化のた
めの地域活動参加促進活動のほか、サロン活動の拡充、地域福祉コーディネーター会及び生活応援隊の推進に重
点を置き取り組みます。

なお、新型コロナウイルス感染症に係る拡大防止については、国・県、市からの情報のもと適切な対策を講じ
ていくとともに、令和２年度に実施した各種取組みを踏まえ、状況に応じた柔軟な対応に努めていきます。

▷データ篇P.7～

24

29

27

11

11

12

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計35

計40

計39

19

11

9

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：39人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(7)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成30年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ － － ■ ■ －

－ － － ■ ■ －

－ － － ■ ■ －

－ － － ■ ■ －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

協議体
1 (0) (1) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

R1

H30

生活支援Co 協議体構成員

第1層 第2層
R3

R2

第1層

第2層 17 (17) (0) (0) 49

▷データ篇P.7～▷データ篇P.7～

①第４期地域福祉活動計画の策定
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤ボランティア活動の充実強化
⑥介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑦総合相談体制の推進
⑧成年後見制度利用促進に向けての体制づくり

▷データ篇P.14

地域支え合い活動としては、住民のちょっとした困りごとを有償でサポートする「生活応援隊」が１０地区、
この運営のほか広報活動やサロン活動等に取り組む「地域福祉コーディネーター会」が１１地区で組織化さ
れている。
生活応援隊に関しては、サポーター（有償ボランティア）募集については多数の住民が手をあげるが、中核
となって運営する側となると遠慮されがちである。このようなことから、運営後継者への引継ぎが課題と
なっている地区もある。

第2層コーディネーター17人は全員他業務との
兼務。協議体について、新たに設置するのでは
なく地域に既存の協議の場を協議体として扱う
ことと、委託元の小田原市と調整している。
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設立：S26.4.1 法人認可：S53.12.22

〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-44   さがみ農協ビル２階

TEL 0467-85-9650 FAX 0467-85-9651 Email  eboshi@shakyo-chigasaki.or.jp

URL  http://www.shakyo-chigasaki.or.jp/

■ 茅ヶ崎市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]242,371人(100.2%) ……… 男：117,533人 / 女：124,838人 [高齢化率]26.6%(+0.2p)

[世帯数]103,179世帯(99.8%) [平均世帯構成人数]2.35人(100.4%) [自治会数]135(±0)

[民生委員児童委員] 定数：328人(100.0%) 現員数：312人(101.3%) 充足率：95.1％(+1.2p)

[身体障害者手帳所持者数]5,844人(99.6%) [知的障害者手帳所持者数]1,683人(103.5%)

[精神保健福祉手帳所持者数]1,938人(102.9%)

[生活保護世帯数]1,720世帯(100.4%) [生活保護率]9.0‰(-0.1p)

[障害児童相談支援事業所数]5(±0) [特定相談支援事業所数]11(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：13   基幹型：有（社協以外運営）   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念：
「一人ひとりを尊重し、共に見守り支え合い、心豊かに暮らせるまちをつくります」
基本目標：
１．つながる（地域に、様々な人と出会い、互いに尊重し合う関係が生まれる場をつくります。）
２．活動する（それぞれの持ち味やできることを活かす機会をつくり、誰もが活躍できる地域づくりを進めま
す。）
３．支え合う（誰もが安心して暮らせる地域になるように、みんなで課題に取り組み、支え合う仕組みをつく
ります。）
（第6次茅ヶ崎市地域福祉活動計画より）

▷データ篇P.7～

18

20

21

4

14

12

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計22

計34

計33

13

8

12

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：33人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(3)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成30年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ ■ － ■ ■ ■

－ ■ － ■ ■ ■

－ ■ － ■ ■ ■

－ ■ － ■ ■ ■

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 4 (0) (4) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

13第2層 5 (5) (0) (0)

▷データ篇P.7～

令和3年度は、昨年度改定した『みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン2（第6次茅ヶ崎市地域福祉活動計
画・第4期茅ヶ崎市地域福祉計画）・第1期茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基本計画』の周知・広報活動を行うとと
もに、次の主な取り組みに関連する市社協事業の推進及び地域福祉活動の支援を茅ヶ崎市及び地区社会福祉協議会
など関係機関・関係団体と連携して重点的に推進していきます。
『みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン２』の主な取り組み
（1）多様性への理解の促進（イベントや講座等での理解促進・啓発活動、ミニデイ・サロンの普及・開催支援）
（2）地域参加のきっかけづくり（ボランティア活動の活性化、ボランティアへの支援の充実、地区ボランティアセ
ンター活動の支援）
（3）相談支援体制・連携の充実、成年後見制度の普及・利用促進（専門職の対応力向上（連携した対応、知識やノ
ウハウの共有）、総合相談体制のさらなる充実

▷データ篇P.14

○主に地区単位での活動、ネットワークづくりを進めているが、担い手の高齢化・新たな確保についてはい
ずれの地区でも課題となっており、支援の取り組みが必要となっている。
○地区社協等の活動やリーダー等の継承支援も含め、育成研修等を例年実施しているがコロナ禍での実施方
法なども検討中である。
○これまでと違った世代へのアプローチとして、市の協力で各地区の活動等のYouTube動画を順次作成・公
開している。

地区支援に配置する地区担当職員12名が、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を兼務してい
る。第2層協議体について、委託では新たな設置をしなくても、既存会議体等の活用ですすめることとされ
ている。
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設立：S26.12.1 法人認可：S53.2.1

〒249-0005 逗子市桜山5-32-1   市福祉会館内

TEL  046-873-8011 FAX 046-872-2519 Email  info@zushi-shakyo.com

URL http://zushi-shakyo.com/

■ 逗子市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]57,055人(100.2%) ……… 男：26,738人 / 女：30,317人 [高齢化率]31.3%(-0.1p)

[世帯数]25,000世帯(101.0%) [平均世帯構成人数]2.28人(99.2%) [自治会数]79(±0)

[民生委員児童委員] 定数：80人(100.0%) 現員数：68人(98.6%) 充足率：85.0％(-1.3p)

[身体障害者手帳所持者数]1,756人(99.0%) [知的障害者手帳所持者数]325人(101.9%)

[精神保健福祉手帳所持者数]498人(100.8%)

[生活保護世帯数]328世帯(99.7%) [生活保護率]7.0‰(-0.1p)

[障害児童相談支援事業所数]3(±0) [特定相談支援事業所数]6(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：3   基幹型：有（社協以外運営）   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進する

▷データ篇P.7～

26

21

39

16

14

9

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計42

計35

計48

14

12

22

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：48人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)

116



□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成28年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

■ － － ■ － －

■ － － ■ － －

■ － － ■ － －

■ － － ■ － －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 4 (4) (0) (0) 0

Co人数 (社協) (行政) (その他)

0第2層 2 (0) (0) (2)

▷データ篇P.7～

・総合相談支援体制の強化
・地域における支え合いの仕組みづくり
・福祉の人材育成活動
・法人運営体制の強化

▷データ篇P.14

担い手の高齢化や中心メンバーの変更に伴い、新たな層へのアプローチや地域開拓がより必要な
状況になってきている。

第2層コーディネーターは本会で委託を受け
ている地域包括支援センター職員の社会福祉
士。
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設立：S30.5.14 法人認可：S51.3.1

〒238-0102 三浦市南下浦町菊名1258-3

TEL  046-888-7347 FAX  046-889-1561 Email jigyo@shakyo-miura.com

URL http://shakyo-miura.com/

■ 三浦市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]41,820人(99.5%) ……… 男：20,009人 / 女：21,811,人 [高齢化率]41.0%(+0.9p)

[世帯数]17,245世帯(98.7%) [平均世帯構成人数]2.43人(100.6%) [自治会数]54(±0)

[民生委員児童委員] 定数：90人(100.0%) 現員数：73人(102.8%) 充足率：81.1％(+2.2p)

[身体障害者手帳所持者数]1,735人(97.7%) [知的障害者手帳所持者数]374人(103.9%)

[精神保健福祉手帳所持者数]420人(118.3%)

[生活保護世帯数]543世帯(104.8%) [生活保護率]16.5‰(+0.9p)

[障害児童相談支援事業所数]2(±0) [特定相談支援事業所数]3(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：2   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住民の力と私たちで誰でも暮らしやすい町へ

▷データ篇P.7～

7

8

16

77

78

69

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計84

計86

計85

37

8

40

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：85人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成27年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

■ ■ － － ■ －

■ ■ － － － －

■ ■ － － － －

■ ■ － － － －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 2 (1) (0) (1) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

3第2層 0 (0) (0) (0)

▷データ篇P.7～

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑥ボランティア活動の充実強化
⑦介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑧総合相談体制の推進

①社協の相談窓口機能の向上
②市民や関係団体等の連携・協働による地域福祉の推進
③居場所や活動拠点の確保に向けた取り組み

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

１ 第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２ 地区社会福祉協議会活動支援
３ 地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関係事業）
４ 社会福祉推進委員制度
５ 日常生活自立支援事業
６ よこすか市民後見人等運営事業

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤ボランティア活動の充実強化
⑥介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑦生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑧総合相談体制の推進

１、コロナ禍に対応した新しい地域福祉の創造
２、ICTリテラシーの向上とICTの地域福祉化に向けた調査研究

▷データ篇P.14

地域診断を通じて、有償ボランティアが立ち上がり、生活支援コーディネーターが継続の支援

生活支援コーディネーターは第1層のみ配置
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設立：S30.1.1 法人認可：S49.4.1

〒257-0054 秦野市緑町16-3   市保健福祉センター内

TEL 0463-84-7711 FAX 0463-85-1302 Email shakyo@vnhadano.com

URL  http://www.vnhadano.com

■ 秦野市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]161,932人(98.4%) ……… 男：81,856人 / 女：80,776人 [高齢化率]30.3%(+0.3p)

[世帯数]70,542世帯(97.5%) [平均世帯構成人数]2.30人(101.1%) [自治会数]240(±0)

[民生委員児童委員] 定数：260人(100.0%) 現員数：251人(101.2%) 充足率：96.5％(+1.1p)

[身体障害者手帳所持者数]5,068人(100.8%) [知的障害者手帳所持者数]1,626人(104.6%)

[精神保健福祉手帳所持者数]1,607人(102.2%)

[生活保護世帯数]1,528世帯(101.9%) [生活保護率]1.2‰(0.0p)

[障害児童相談支援事業所数]7(-3) [特定相談支援事業所数]14(-2)

[地域包括支援センター] 設置総数：7   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念：
地域で共に支え合い、すべての市民が豊かに安心して暮らせるはだの
基本目標：
①住民一人ひとりの参加による福祉のまちづくり
②誰もが地域のつながりの中で安心して暮らせる地域社会の構築
③いつまでも暮らし続けられる福祉コミュニティの実現

▷データ篇P.7～

24

29

29

11

12

11

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計35

計41

計40

14

26

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：40人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(1)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

なし

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ － － － ■ －

－ － － － ■ －

－ － － － ■ －

－ － － － ■ －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (0) (1) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

1第2層 7 (0) (0) (7)

▷データ篇P.7～

①地域福祉活動計画の着実な推進
②新たな地域福祉活動の推進
③権利擁護事業の強化

▷データ篇P.14

担い手の高齢化に伴い、後継者の確保及び育成が課題

協議体構成人数：第1層12人、第2層15人
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設立：S30.2.1 法人認可：S52.3.23

〒243-0018 厚木市中町1-4-1   市保健福祉センター内

TEL  046-225-2947 FAX 046-225-3036 Email soumu@shakyo-atsugi-kanagawa.jp  

URL  http://www.shakyo-atsugi-kanagawa.jp/

■ 厚木市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]223,724人(99.8%) ……… 男：115,352人 / 女：108,372人 [高齢化率]25.6%(+0.5p)

[世帯数]101,165世帯(100.4%) [平均世帯構成人数]2.21人(99.6%) [自治会数]216(±0)

[民生委員児童委員] 定数：303人(100.0%) 現員数：300人(100.7%) 充足率：99.0％(+0.7p)

[身体障害者手帳所持者数]5.959人(98.8%) [知的障害者手帳所持者数]2,015人(106.0%)

[精神保健福祉手帳所持者数]1,996人(104.7%)

[生活保護世帯数]2,523世帯(101.8%) [生活保護率]14.5‰(+0.1p)

[障害児童相談支援事業所数]8(+4) [特定相談支援事業所数]15(+3)

[地域包括支援センター] 設置総数：10   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

見守り、つながり、支え合い、一人一人が尊重される地域づくり

▷データ篇P.7～

20

22

25

11

10

10

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計31

計32

計35

14

4

17

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：35人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(2)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(8)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

なし

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

■ ■ － ■ ■ －

■ ■ － ■ ■ －

■ ■ － ■ ■ －

■ ■ － ■ ■ －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (1) (0) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

10第2層 10 (10) (0) (0)

▷データ篇P.7～

①福祉まるごと相談体制の構築
②地域支え合い活動の推進
③権利擁護の推進
④多様なボランティア活動の推進

▷データ篇P.14

各地区にて地域ボランティア養成講座を開講

第2層協議体の運営（事務局）は、地域包括支援センターが担当。

生活支援体制整備事業の受託はしていません
が、生活支援コーディネーターには社協職員
が委嘱されており、実務を担当しています。
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設立：S27.12 法人認可：S52.4.1

〒242-0004 大和市鶴間1-25-15   市役所第二分庁舎内

TEL  046-260-5633 FAX 046-263-2446 Email  soumu@yamato-shakyo.or.jp

URL http://www.yamato-shakyo.or.jp

■ 大和市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]240,244人(100.7%) ……… 男：119,995人 / 女：120,249人 [高齢化率]23.9%(+0.1p)

[世帯数]111,819世帯(102.0%) [平均世帯構成人数]2.15人(99.0%) [自治会数]150(±0)

[民生委員児童委員] 定数：277人(100.0%) 現員数：265人(101.5%) 充足率：95.7%(+1.5p)

[身体障害者手帳所持者数]5,937人(100.7%) [知的障害者手帳所持者数]1,839人(104.3%)

[精神保健福祉手帳所持者数]2,078人(104.8%)

[生活保護世帯数]2,877世帯(96.1%) [生活保護率]14.4‰(±0.0p)

[障害児童相談支援事業所数]8(±0) [特定相談支援事業所数]10(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：9   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住民ひとりひとりの参加を基本に
ともに支えあう福祉のまちづくりを

▷データ篇P.7～

26

22

22

11

14

14

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計37

計36

計36

11

24

1
[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：36人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)

124



□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

なし

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ ■ － － ■ －

－ ■ － － ■ －

－ ■ － － ■ －

－ ■ － － ■ －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 2 (0) (2) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

5第2層 36 (0) (0) (36)

▷データ篇P.7～

・福祉の魅力を伝えるための人材育成
・生活支援事業及び権利擁護事業の窓口一本化による総合相談体制の整備
・市民後見養成・活動支援事業及びネットワーク会議の開催

▷データ篇P.14

本事業の実施を通じて、行政の高齢福祉担当課、地域包括支援センター、市社協とが定期的に情報交換等を
持てるようになったことで、各地区における担い手の情報をふまえた現状を確認・共有することがしやすく
なった。ヒアリングの実施、研修の実施等を新たに実施してきている。課題としては、上記のとおり住民が
Coを担う実施方法のため、県域の研修への参加ではうまくマッチしないとの認識を持つCo関係者も少なくな
いことが考えられる。

市からの委託を受け、第2層協議体の推進役である生活支援コーディネーターを対象とした研修を企画。ま
た、支援スタッフの情報共有と意見交換を目的に生活支援コーディネーター定例会議と第２層協議体支援組
織会議等に出席。

本市では市社協や地域包括支援センター担当者では
なく住民が担っている。各2層協議体ごとに若干の
違いはあるが、民生委員経験者、地区社協ボラン
ティア、元ケアマネ・ヘルパー等が就いている。

125



設立：S26.4 法人認可：S50.3.29

〒259-1131 伊勢原市伊勢原2-7-31 

TEL 0463-94-9600 FAX  0463-94-5990 Email info@isehara-shakyo.or.jp

URL http://www.isehara-shakyo.or.jp

■伊勢原市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]101,381人(99.3％) ……… 男：51,383人 / 女：49,998人 [高齢化率]26.6%(+0.3p)

[世帯数]45,566世帯(99.3%) [平均世帯構成人数]2.22人(100.2%) [自治会数]102(+0)

[民生委員児童委員] 定数：143人(100.0%) 現員数：139人(100.7%) 充足率：97.2％(+0.7p)

[身体障害者手帳所持者数]2,789人(98.3%) [知的障害者手帳所持者数]941人(103.7%)

[精神保健福祉手帳所持者数]1,089人(107.3%)

[生活保護世帯数]967世帯(107.8%) [生活保護率]12.3‰(+0.5p)

[障害児童相談支援事業所数]6(±0) [特定相談支援事業所数]13(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：5   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【基本理念】
「共に支え合い、一人ひとりを大切にするまちづくり」
《基本目標》
１「ふれあい」の場づくり
２「支え合い」の地域づくり
３ 福祉を支える「人づくり」
４「安心して暮らせる」まちづくり

▷データ篇P.7～

26

30

22

5

5

4

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計31

計35

計26

12

6

8

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：26人

(0)

(0)

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成31年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ ■ － ■ ■ ■

－ ■ － ■ ■ ■

－ ■ － ■ ■ ■

－ ■ － － ■ －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第2層 5 (1) (0) (4) 5

1
Co人数 (社協) (行政) (その他) 協議体

第1層 1 (0) (1) (0)

協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

生活支援Co

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体

R1

第1層 第2層
R3

R2

▷データ篇P.7～

(1) 住民主体の地域活動の推進
(2) 福祉人材の育成
(3) 成年後見・権利擁護の推進
(4) 組織の基盤強化及び自主財源の確保

▷データ篇P.14

高齢化が進んでおり、担い手不足が生じている。若年層からの担い手育成が課題である。

第２層生活支援コーディネーターは、市内５
か所の包括支援センター職員が担当している。
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設立：S32.2.1 法人認可：S54.3.2

〒243-0492 海老名市勝瀬175-1   市役所内

TEL  046-235-0220 FAX 046-235-0191 Email ebina-shakyo@ebina-shakyo.or.jp

URL  http://www.ebina-shakyo.or.jp/

■ 海老名市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]137,114人(101.8%) ……… 男：68,852人 / 女：68,262人 [高齢化率]24.7%(+0.1p)

[世帯数]58,971世帯(101.6%) [平均世帯構成人数]2.33人(100.2%) [自治会数]60(+1)

[民生委員児童委員] 定数：156人(100.0%) 現員数：154人(100.0%) 充足率：98.7％(±0p)

[身体障害者手帳所持者数]3,320人(100.5%) [知的障害者手帳所持者数]973人(103.4%)

[精神保健福祉手帳所持者数]1,287人(102.5%)

[生活保護世帯数]975世帯(99.8%) [生活保護率]9.3‰(+0.1p)

[障害児童相談支援事業所数]5(±0) [特定相談支援事業所数]8(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：6   基幹型：有（社協運営）   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念
笑顔でつながる共生のまちづくり
基本目標
①誰もが役割と生きがいをもてる地域のつながりづくり
②困りごとを丸ごと受け止めつながり続ける仕組みづくり
③信頼の基盤・体制づくり

▷データ篇P.7～

62

74

71

20

6

5

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計82

計80

計76

14

12
50

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：76人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(3)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(1)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成28年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (1) (0) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

6第2層 6 (6) (0) (0)

▷データ篇P.7～

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑥ボランティア活動の充実強化
⑦介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑧総合相談体制の推進

①社協の相談窓口機能の向上
②市民や関係団体等の連携・協働による地域福祉の推進
③居場所や活動拠点の確保に向けた取り組み

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

１ 第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２ 地区社会福祉協議会活動支援
３ 地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関係事業）
４ 社会福祉推進委員制度
５ 日常生活自立支援事業
６ よこすか市民後見人等運営事業

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤ボランティア活動の充実強化
⑥介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑦生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑧総合相談体制の推進

１．地域福祉活動の取り組み
２．担い手養成事業
３．つながりアクションプロジェクト
４．安定した基盤づくりと運営に向けて
５．幅広い世代への情報提供

▷データ篇P.14

担い手養成事業

地域包括支援センター圏域で地域包括支援センター圏域である6地区に生活支援コーディネー
ターを設置。地区社協担当者及びあらゆる機関との協働により、地域ネットワークをはじめ、支
え・支えられる（お互いさま）の仕組みづくりをすすめている。
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設立：S32.7.1 法人認可：S55.4.1

〒252-0021 座間市緑ケ丘1-2-1   市立総合福祉センター内

TEL 046-266-1294 FAX  046-266-2009 Email  info@zamashakyo.jp

URL  https://www.zamashakyo.jp/

■ 座間市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]132,308人(101.2%) ……… 男：65,932人 / 女：66,376人 [高齢化率]25.9%(+0.2p)

[世帯数]60,544世帯(101.6%) [平均世帯構成人数]2.19人(99.8%) [自治会数]169(-2)

[民生委員児童委員] 定数：144人(100.0%) 現員数：144人(100.0%) 充足率：100.0％(±0p)

[身体障害者手帳所持者数]3,672人(98.2%) [知的障害者手帳所持者数]1,176人(105.9%)

[精神保健福祉手帳所持者数]1,455人(103.8%)

[生活保護世帯数]1,847世帯(105.2%) [生活保護率]18.0‰(+0.6p)

[障害児童相談支援事業所数]10(+1) [特定相談支援事業所数]13(+1)

[地域包括支援センター] 設置総数：6   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

誰もが安心して暮らせる、ともに助け合い支え合うまちづくりを目指して

▷データ篇P.7～

35

37

23

18

17

33

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計53

計54

計56

17

21

18

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：56人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(4)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(3)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成28年10月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 2 (2) (0) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

4第2層 5 (5) (0) (0)

▷データ篇P.7～

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑥ボランティア活動の充実強化
⑦介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑧総合相談体制の推進

①社協の相談窓口機能の向上
②市民や関係団体等の連携・協働による地域福祉の推進
③居場所や活動拠点の確保に向けた取り組み

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

１ 第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２ 地区社会福祉協議会活動支援
３ 地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関係事業）
４ 社会福祉推進委員制度
５ 日常生活自立支援事業
６ よこすか市民後見人等運営事業

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤ボランティア活動の充実強化
⑥介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑦生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑧総合相談体制の推進

（１）地域共生社会に向けた取り組みの深化
（２）総合相談体制の確立及び権利擁護の充実
（３）子ども・子育て環境への支援強化・ネットワーク推進
（４）地域福祉活動の担い手の発掘・育成支援
（５）福祉業務従事者等福祉人材の育成
（６）自主財源確保に向けた取り組みを加速

▷データ篇P.14

地域の担い手発掘とする介護人材育成研修を実施。
・座間市訪問型サービスＡ従事者研修
・介護福祉士受験対策講座
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設立：S32.12.1 法人認可：S58.2.1

〒250-0105 南足柄市関本403-2   りんどう会館内

TEL  0465-73-1575 FAX 0465-74-3276 Email soumu@minamisyakyo.or.jp

URL  http://www.minamisyakyo.or.jp/

■ 南足柄市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]40,520人(97.8%) ……… 男：19,812人 / 女：20,708人 [高齢化率]33.0%(+1.4p)

[世帯数]16,270世帯(98.3%) [平均世帯構成人数]2.49人(99.6%) [自治会数]34(±0)

[民生委員児童委員] 定数：61人(100.0%) 現員数：61人(100.0%) 充足率：100％(±0p)

[身体障害者手帳所持者数]1,336人(99.0%) [知的障害者手帳所持者数]399人(103.9%)

[精神保健福祉手帳所持者数]266人(104.3%)

[生活保護世帯数]307世帯(100.0%) [生活保護率]9.0‰(0.2p)

[障害児童相談支援事業所数]1(±0) [特定相談支援事業所数]3(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：2   基幹型：有（社協以外運営） 機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 いつまでも健康で 人がつながり支えあうまち 南足柄
基本目標1 人づくり
基本目標2 地域づくり
基本目標3 体制づくり

▷データ篇P.7～

16

23

24

11

22

21

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計27

計45

計45

5

25

15

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：45人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(4)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成31年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ － － ■ － －

－ － － ■ － －

－ － － － － －

－ － － － － －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (0) (1) (0) 0

Co人数 (社協) (行政) (その他)

0第2層 3 (3) (0) (0)

▷データ篇P.7～

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑥ボランティア活動の充実強化
⑦介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑧総合相談体制の推進

①社協の相談窓口機能の向上
②市民や関係団体等の連携・協働による地域福祉の推進
③居場所や活動拠点の確保に向けた取り組み

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

１ 第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２ 地区社会福祉協議会活動支援
３ 地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関係事業）
４ 社会福祉推進委員制度
５ 日常生活自立支援事業
６ よこすか市民後見人等運営事業

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤ボランティア活動の充実強化
⑥介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑦生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑧総合相談体制の推進

①南足柄市の生活支援事業の支援
②生活コーディネーター（第2層）の受託
③継承した障害者就労支援Ｂ型事業、障害者相談支援事業の経営
④権利擁護事業実施に向けた支援

▷データ篇P.14

おたがいさまネット（生活支援活動の住民活動）の活動支援、定例会への参加、研修会の企画等
を実施。年間１５００件以上の活動件数がある。

第2層生活支援コーディネーターは社会福祉
協議会地域福祉班3人
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設立：S27.7.1 法人認可：S57.3.6

〒252-1107 綾瀬市深谷中4-7-10 市保健福祉プラザ内

TEL  0467-77-8166 FAX  0467-79-1812 Email  info@ayase-shakyo.or.jp 

URL http://www.ayase-shakyo.or.jp/

■ 綾瀬市の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]83,478人(98.9%) ……… 男：42,365人 / 女：41,113人 [高齢化率]27.5%(+0.4p)

[世帯数]34,852世帯(98.8%) [平均世帯構成人数]2.40人(100.2%) [自治会数]14(±0)

[民生委員児童委員] 定数：129人(100.0%) 現員数：126人(98.4%) 充足率：97.2％(-1.5p)

[身体障害者手帳所持者数]2,483人(99.2%) [知的障害者手帳所持者数]705人(103.4%)

[精神保健福祉手帳所持者数]683人(101.3%)

[生活保護世帯数]694世帯(99.6%) [生活保護率]10.4‰(-0.1p)

[障害児童相談支援事業所数]2(±0) [特定相談支援事業所数]6(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：5   基幹型：有（社協以外運営）   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ともに支えあうまちづくりを

▷データ篇P.7～

19

19

18

33

33

10

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計52

計52

計28

8

20

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：28人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(3)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

134



□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成28年5月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

■ ■ ■ － ■ －

■ ■ ■ － ■ －

■ ■ ■ － ■ －

■ ■ ■ ■ ■ ■

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (1) (0) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

11第2層 0 (0) (0) (0)

▷データ篇P.7～

1 住民が主体的に活動するしくみづくり
2 生活困窮者に対する支援の充実
3 住民が安心して生活できる権利擁護の体制づくり

▷データ篇P.14

第二層生活支援コーディネーター養成研修の実施

サロン事業助成金の実施
第二層協議体意見交換会の実施

第二層協議体は14地区中、3地区未設置。各
地区とも第二層生活支援コーディネーターの
配置に向けて順次対応中。
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設立：S31.2.20 法人認可：S56.2.1

〒243-0301 愛甲郡愛川町角田257-1   町福祉センター内

TEL 046-285-2111 FAX  046-286-5424 Email  aishakyo@shakyo-aikawa-kanagawa.jp

URL  http://www.shakyo-aikawa-kanagawa.jp

■ 愛川町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]39,565人(100.7%) ……… 男：20,756人 / 女18,809：人 [高齢化率]30.6%(+0.8p)

[世帯数]17,101世帯(101.6%) [平均世帯構成人数]2.31人(99.3%) [自治会数]21(±0)

[民生委員児童委員] 定数：64人(100.0%) 現員数：63人(98.4%) 充足率：98.4％(-1.6p)

[身体障害者手帳所持者数]1,313人(99.5%) [知的障害者手帳所持者数]421人(104.2%)

[精神保健福祉手帳所持者数]356人(101.7%)

[生活保護世帯数]452世帯(100.0%) [生活保護率]15.4‰(+0.1p)

[障害児童相談支援事業所数]1(±0) [特定相談支援事業所数]1(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本協議会職員行動指針（平成19年3月26日制定）に基づき、誰もが安心して暮らすことのできる福祉
のまちづくりを推進します。

▷データ篇P.7～

28

16

14

18

31

28

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計46

計47

計42

9

825

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：42人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

なし

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ ■ － － － －

－ ■ － － － －

－ ■ － － － －

－ ■ － － － －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 2 (0) (2) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

0第2層 0 (0) (0) (0)

▷データ篇P.7～

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑥ボランティア活動の充実強化
⑦介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑧総合相談体制の推進

①社協の相談窓口機能の向上
②市民や関係団体等の連携・協働による地域福祉の推進
③居場所や活動拠点の確保に向けた取り組み

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

１ 第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２ 地区社会福祉協議会活動支援
３ 地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関係事業）
４ 社会福祉推進委員制度
５ 日常生活自立支援事業
６ よこすか市民後見人等運営事業

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤ボランティア活動の充実強化
⑥介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑦生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑧総合相談体制の推進

第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画及びふれあいのまちづくり推進プラン（第5次社協発展計画）
の推進（最終年度）と次期計画の策定

▷データ篇P.14

身近な地域で悩みや困りごとを抱えた人に気付き、見守りや声掛けなどの支援を行い、必要に応
じて町や社会福祉協議会、民生委員、その他関係機関等につなぐ役割を果たす地域ふくしサポー
ターの養成講座を毎年開催し、誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進している。（R2、R3は
開催中止）

協議体及びワーキンググループメンバーとして職員2名が参加。
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設立：S32.4.1 法人認可：H5.3.22

〒243-0195 愛甲郡清川村煤ケ谷2220-1    村保健福祉センターひまわり館内1階

TEL  046-287-1118 FAX  046-287-2013 Email  info@kiyokawa-shakyo.jp

URL http://kiyokawa-shakyo.jp

■ 清川村の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]3,027人(98.4%) ……… 男：1,546人 / 女：1,481人 [高齢化率]37.0%(+1.6p)

[世帯数]1,127世帯(97.1%) [平均世帯構成人数]2.69人(101.4%) [自治会数]32(±0)

[民生委員児童委員] 定数：10人(100.0%) 現員数：10人(100.0%) 充足率：100.0％(±0p)

[身体障害者手帳所持者数]100人(100.0%) [知的障害者手帳所持者数]35人(100.0%)

[精神保健福祉手帳所持者数]32人(100.0%)

[生活保護世帯数]17世帯(106.3%) [生活保護率]5.9‰(-0.9p)

[障害児童相談支援事業所数]0(±0) [特定相談支援事業所数]0(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住民主体の理念に基づき、清川村での福祉課題の解決に取り組むとともに、柔軟性、即応性、専門
性のある社協本来の特性を生かしながら村行政では取り組みにくい事業を展開し、協働することに
より、「誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくり」の構築を図る。

▷データ篇P.7～

12

9

4

13

18

19

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計25

計27

計23

3
2

18

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：23人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

なし

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ ■ － － － －

－ ■ － － ■ －

－ － － － － －

－ － － － － －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (0) (1) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

0第2層 0 (0) (0) (0)

▷データ篇P.7～

１．住民が集える「場」づくりを支援し、住民相互の支え合いの仕組みを構築する。
２．小地域での助け合いを基盤としたボランティアの開拓に務める。
３．住民が認知症について正しく理解し、偏見のない地域社会を構築する。
４．行政や関係諸機関等とのネットワーク作りを強化する。また、各種事業や住民との関わりを通じて福祉ニーズの把握に務め
る。
５．講座の開催、広報紙の発行やホームページの更新により福祉制度等の普及啓発に務めると共に、住民の福祉意識の変革を促
す。
６．移送サービス（福祉有償運）を実施することにより、公共交通機関を利用して外出することが困難な方の移動手段を確保す
る。
７．村内唯一の介護保険事業者（通所介護事業）であることを認識し、村ならではの特色を発揮したサービスを提供する。
８．判断能力が不十分な高齢者や障害者が安心して住み慣れた地域で生活を送ることができるよう、権利擁護事業の一層の充実
を図る。

▷データ篇P.14

小さな村であるため、ひとり何役とこなしており、新たな担い手の発掘・育成が必要

協議体の運営の協力及び各地小地域での住民活動の推進に対して生活支援コーディネーターに協
力している。
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設立：S60.4.1 法人認可：S60.2.22

〒240-0112 三浦郡葉山町堀内2220   町福祉文化会館内

TEL  046-875-9889 FAX  046-876-1873 Email  shakyo＠hayamashakyo.com 

URL http://www.hayamashakyo.com/

■ 葉山町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]31,719人(100.6%) ……… 男：14,898人 / 女：16,821人 [高齢化率]31.2%(-0.1p)

[世帯数]13,060世帯(102.8%) [平均世帯構成人数]2.43人(97.9%) [自治会数]28(±0)

[民生委員児童委員] 定数：53人(100.0%) 現員数：52人(100.0%) 充足率：98.1％(±0p)

[身体障害者手帳所持者数]920人(99.6%) [知的障害者手帳所持者数]176人(102.3%)

[精神保健福祉手帳所持者数]220人(101.9%)

[生活保護世帯数]109世帯(100.9%) [生活保護率]4.2‰(-0.1p)

[障害児童相談支援事業所数]0(±0) [特定相談支援事業所数]1(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：2   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業計画書の通り https://www.hayamashakyo.com/index.html

▷データ篇P.7～

16

14

15

6

7

8

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計22

計21

計23 18

5

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：23人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成30年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ ■ － ■ ■ ■

－ ■ － ■ ■ ■

－ ■ － ■ ■ ■

－ ■ － ■ － ■

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (0) (1) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

7第2層 6 (6) (0) (0)

▷データ篇P.7～

事業計画書の通りhttps://www.hayamashakyo.com/index.html

▷データ篇P.14

地域支え合い学習会を逗子市と合同実施。令和2年度は、コロナ禍のためONLINEで繋がる研修な
ど工夫した。

葉山町より受託し、第2層協議体を運営。町内を8圏域に分けて7地区で第2層協議体を発足。生活
支援コーディネーターを6名配置している。（3名兼務）

141



設立：S28.8.1 法人認可：S59.6.4

〒253-0106 高座郡寒川町宮山401   町健康管理センター内

TEL 0467-74-7621 FAX 0467-74-5716 Email  shakyo@t-samukawa.or.jp

URL  http://www.t-samukawa.or.jp/~shakyo/

■ 寒川町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]48,459人(100.1%) ……… 男：24,515 人/ 女：23,944人 [高齢化率]27.4%(+0.2p)

[世帯数]20,037世帯(100.4%) [平均世帯構成人数]2.42(99.5%) [自治会数]22(±0)

[民生委員児童委員] 定数：73人(100.0%) 現員数：70人(100.0%) 充足率：95.9％(±0p)

[身体障害者手帳所持者数]1,385人(98.6%) [知的障害者手帳所持者数]450(103.7%)

[精神保健福祉手帳所持者数]460人(103.6%)

[生活保護世帯数]512世帯(105.6%) [生活保護率]14.2‰(+0.8p)

[障害児童相談支援事業所数]3(±0) [特定相談支援事業所数]2(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【基本理念】
町民すべてが地域のつながりで安心して暮らせる思いやりのある福祉のまちさむかわ
【基本目標】
①みんなで地域福祉を推進しよう
②みんなで地域福祉活動に参加しよう
③みんなでつながり新しい担い手を育てよう
④みんなで安心・安全に暮らせる町にしよう

▷データ篇P.7～

13

11

13

9

9

10

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計22

計20

計23

11
12

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：23人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成29年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 2 (2) (0) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

1第2層 2 (2) (0) (0)

▷データ篇P.7～

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑥ボランティア活動の充実強化
⑦介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑧総合相談体制の推進

①社協の相談窓口機能の向上
②市民や関係団体等の連携・協働による地域福祉の推進
③居場所や活動拠点の確保に向けた取り組み

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

１ 第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２ 地区社会福祉協議会活動支援
３ 地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関係事業）
４ 社会福祉推進委員制度
５ 日常生活自立支援事業
６ よこすか市民後見人等運営事業

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤ボランティア活動の充実強化
⑥介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑦生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑧総合相談体制の推進

１組織の運営、強化（法人運営事業）
・ICTの活用及び個人情報のセキュリティ強化

２地域福祉推進事業
・社協活動のPR事業 ・ホームページのリニューアル
・地域福祉活動事業への関わりの強化 ・相談機能の強化
・専門職人材育成 ・社協強化発展計画の具体化
・生活困窮者等への相談強化 ・自立支援及び権利擁護への取り組み

３地域包括支援センター事業
・相談機能の強化

▷データ篇P.14

自治会の役員会への出席、地域美化運動への出席により顔の見える関係、話しやすい環境づくり
に努めている。寒川町シニアクラブ連合会との連携した取り組みの継続。寒川町一体的実施事業
に参画。

コーデネーター常勤１名配置。基盤整備推進委員会への委員選出。

1層2層区分なし。
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設立：S59.3.5 法人認可：S59.4.2

〒255-0003 中郡大磯町大磯1352-１   町立福祉センターさざれ石内

TEL  0463-61-9390 FAX 0463-61-7614 Email oiso@bz01.plala.or.jp

URL  http://www.oiso-shakyo.jp

■ 大磯町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]31,617人(101.6%) ……… 男：15,394人 / 女：16,223人 [高齢化率]34.2%(+0.4p)

[世帯数]12,756世帯(100.8%) [平均世帯構成人数]2.48人(100.8%) [自治会数]24(±0)

[民生委員児童委員] 定数：54人(100.0%) 現員数：52人(98.1%) 充足率：96.3％(-1.8p)

[身体障害者手帳所持者数]933人(99.3%) [知的障害者手帳所持者数]305人(102.0%)

[精神保健福祉手帳所持者数]286人(107.9%)

[生活保護世帯数]172世帯(98.3%) [生活保護率]6.5‰(+0.1p)

[障害児童相談支援事業所数]1(±0) [特定相談支援事業所数]1(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念：ささえあい、心のふれあうまちづくり
基本目標：一歩踏み出そう！かおの見える町づくり

▷データ篇P.7～

2

2

2

13

34

33

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計15

計36

計35

5

8
22

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：35人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成29年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

■ ■ ■ － － －

■ ■ ■ － － －

■ ■ ■ － － －

■ ■ ■ － － －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (1) (0) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

0第2層 0 (0) (0) (0)

▷データ篇P.7～

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑥ボランティア活動の充実強化
⑦介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑧総合相談体制の推進

①社協の相談窓口機能の向上
②市民や関係団体等の連携・協働による地域福祉の推進
③居場所や活動拠点の確保に向けた取り組み

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

１ 第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２ 地区社会福祉協議会活動支援
３ 地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関係事業）
４ 社会福祉推進委員制度
５ 日常生活自立支援事業
６ よこすか市民後見人等運営事業

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤ボランティア活動の充実強化
⑥介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑦生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑧総合相談体制の推進

・社会福祉法の改正に伴う地域共生社会・包括的支援体制の構築の推進。コロナ渦における活動の在
り方を自助・共助・公助の役割と共に考えていきます。
・国の成年後見制度利用促進基本計画の中核期間の設置に関し、行政や関係機関との役割分担の構築
を図り令和５年から開始に向けて準備を進めていく。

▷データ篇P.14

地域支え活動の一つとして、本会重点事業でもある『地域センターまんてん』の開所により地域福祉推進と
して、子育てからシニアまで多世代が集える拠点として居場所づくり確保をしています。
ボランティアの活動拠点となり、カフェや惣菜の販売をとおして、町内の農家からの野菜の提供や地場産の
魚の寄付など、地域の支え合い活動の担い手確保にも繋がっています。
コロナ禍ではありますが、まん延防止に向けて充分配慮をして事業活動をしています。
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設立：S27.4.1 法人認可：S59.2.23

〒259-0124 中郡二宮町山西5-1

TEL  0463-73-0294 FAX  0463-73-0295 Email  nisyakyo-jimk@swan.ocn.ne.jp

URL  http://ninomiya-syakyo.jp/

■ 二宮町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]27,441人(99.6%) ……… 男：13,201人 / 女：14,240人 [高齢化率]34.7%(+0.4p)

[世帯数]11,566世帯(100.9%) [平均世帯構成人数]2.37人(98.9%) [自治会数]20(±0)

[民生委員児童委員] 定数：47人(100.0%) 現員数：47人(100.0%) 充足率：100％(±0p)

[身体障害者手帳所持者数]920人(99.8%) [知的障害者手帳所持者数]221人(101.4%)

[精神保健福祉手帳所持者数]246人(100.4%)

[生活保護世帯数]228世帯(101.3%) [生活保護率]9.8‰(-0.1p)

[障害児童相談支援事業所数]1(±0） [特定相談支援事業所数]4(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ささえあい、誰もがいきいきと豊かに暮らせる町をめざして

▷データ篇P.7～

16

17

15

44

42

42

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計60

計59

計57

14

5
38

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：57人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(2)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成29年5月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

■ ■ － － ■ －

■ ■ － － ■ －

■ ■ － － ■ －

■ ■ － － ■ －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (1) (0) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

3第2層 1 (1) (0) (0)

▷データ篇P.7～

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑥ボランティア活動の充実強化
⑦介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑧総合相談体制の推進

①社協の相談窓口機能の向上
②市民や関係団体等の連携・協働による地域福祉の推進
③居場所や活動拠点の確保に向けた取り組み

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

１ 第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２ 地区社会福祉協議会活動支援
３ 地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関係事業）
４ 社会福祉推進委員制度
５ 日常生活自立支援事業
６ よこすか市民後見人等運営事業

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤ボランティア活動の充実強化
⑥介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑦生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑧総合相談体制の推進

１．「地域の通いの場」の定着・充実（継続事業）
２．包括的な相談窓口の整備及び多機関の協働による相談支援体制の構築（継続事業）
３．災害時における被災者支援のあり方の検証（継続事業）
４．法人後見制度の調査・検討（継続事業）

▷データ篇P.14

地域住民主体で生活支援活動を行っている団体のフォローアップで、会合への参加や保険、助成
金等の助言を実施

生活支援コーディネーターの配置人数は1人、
第1層・第2層を兼務。
第2層協議体は小学校区ごとに設置、町内の
設置数は３。
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設立：S27.4.1 法人認可：S60.10.24

〒259-0153 足柄上郡中井町比奈窪104-1   町保健福祉センターしらさぎ内

TEL  0465-81-2261 FAX  0465-81-2658 Email  info@nakai-shakyo.or.jp

URL  http://www.nakai-shakyo.or.jp/

■ 中井町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]9,204人(98.9%) ……… 男：4,608人 / 女：4,596人 [高齢化率]35.1%(+0.7p)

[世帯数]3,414世帯(98.4%) [平均世帯構成人数]2.70人(100.6%) [自治会数]27(±0)

[民生委員児童委員] 定数：25人(100.0%) 現員数：25人(100.0%) 充足率：100.0％(±0p)

[身体障害者手帳所持者数]364人(102.5%) [知的障害者手帳所持者数]90人(81.8%)

[精神保健福祉手帳所持者数]59人(109.3%)

[生活保護世帯数]43世帯(104.9%) [生活保護率]5.0‰(+0.3p)

[障害児童相談支援事業所数]0(±0) [特定相談支援事業所数]0(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（理念）
健康で住み良い福祉の町づくり
（目標）
①自立とたすけあいのまちづくり
②ハンディキャップを持つ人が生き生きと暮らせるまちづくり
③自らの生き方を選べるまちづくり
④虹のかけ橋のあるまちづくり
⑤新しい時代の社協運営体制づくり

▷データ篇P.7～

3

3

3

14

14

13

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計17

計17

計16

3

10

3

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：16人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成30年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

■ ■ － ■ － －

■ ■ － － － －

■ ■ － － － －

■ ■ － ■ ■ ■

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (1) (0) (0) 0

Co人数 (社協) (行政) (その他)

0第2層 1 (1) (0) (0)

▷データ篇P.7～

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑥ボランティア活動の充実強化
⑦介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑧総合相談体制の推進

①社協の相談窓口機能の向上
②市民や関係団体等の連携・協働による地域福祉の推進
③居場所や活動拠点の確保に向けた取り組み

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

１ 第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２ 地区社会福祉協議会活動支援
３ 地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関係事業）
４ 社会福祉推進委員制度
５ 日常生活自立支援事業
６ よこすか市民後見人等運営事業

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤ボランティア活動の充実強化
⑥介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑦生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑧総合相談体制の推進

①地域を支える人材の育成
②身近な支え合いの仕組みづくり
③総合相談機能と包括的な支援体制の充実

▷データ篇P.14

住み慣れた地域でこれから安心して暮らし続けられるよう、日常生活の困り事を支援する活動を
通じてふれあいの輪を広げ、地域福祉の向上に取り組んでいきます。

生活支援サービスは、現在徐々に広がりを見せているが、支援員の方はまだ足りていない状況。
募集については社協の広報や団体の役員会等で案内をし、新しい資源開発も取り込んでいる。ま
た、１層・２層も兼ねているので、社協全体で担当者をバックアップしています。

コーディネーターは第1層、第2層を兼務。
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設立：S32.4 法人認可：S61.3.25

〒258-0016 足柄上郡大井町上大井68-2

TEL 0465-84-3294 FAX 0465-85-3123 Email info@ooi-shakyo.jp

URL http://ooi-shakyo.jp

■ 大井町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]17,146人(100.6%) ……… 男：8,436人 / 女：8,710人 [高齢化率]28.4%(+0.2p)

[世帯数]6765世帯(103.0%) [平均世帯構成人数]2.53人(97.9%) [自治会数]19(±0)

[民生委員児童委員] 定数：39人(100.0%) 現員数：39人(100.0%) 充足率：100.0％(±0p)

[身体障害者手帳所持者数]462人(97.5%) [知的障害者手帳所持者数]129人(111.2%)

[精神保健福祉手帳所持者数]121人(107.1%)

[生活保護世帯数]130世帯(97.0%) [生活保護率]10.9‰(-0.5p)

[障害児童相談支援事業所数]0(±0) [特定相談支援事業所数]0(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住民の参加と支え合いによる安心して誰もが住みよい福祉のまちづくり

▷データ篇P.7～

6

4

6

3

2

0

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計9

計6

計6

33

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：6人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成29年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

■ ■ － － － －

■ ■ － － － －

■ ■ － － － －

■ ■ － － － －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (1) (0) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

5第2層 1 (1) (0) (0)

▷データ篇P.7～

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑥ボランティア活動の充実強化
⑦介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑧総合相談体制の推進

①社協の相談窓口機能の向上
②市民や関係団体等の連携・協働による地域福祉の推進
③居場所や活動拠点の確保に向けた取り組み

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

１ 第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２ 地区社会福祉協議会活動支援
３ 地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関係事業）
４ 社会福祉推進委員制度
５ 日常生活自立支援事業
６ よこすか市民後見人等運営事業

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤ボランティア活動の充実強化
⑥介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑦生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑧総合相談体制の推進

●住民参加による支えあい活動の推進
●協働による相談・支援のしくみづくり
●ICTの活用による更なる情報発信と活動の可視化
●法人後見事業実施の準備

▷データ篇P.14

地域内での生活問題の解決をコーディネートできるように人材育成に取り組んできたが、住民か
らは「実際のところ難しい」との声が多く、具体的な活動に至っていない。

コーディネーターは第1層、第2層を兼務。
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設立：S27.4 法人認可：S61.3.28

〒258-0003 足柄上郡松田町松田惣領17-2   町健康福祉センター内

TEL  0465-82-0294 FAX  0465-82-9241 Email  matsudasyakyo@happytown.ocn.ne.jp

URL  http://www.matsudasyakyo.or.jp/

■ 松田町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]10,680人(99.6%) ……… 男：5,304人 / 女：5,376人 [高齢化率]34.5%(+0.8p)

[世帯数]4,537世帯(100.6%) [平均世帯構成人数]2.35人(98.9%) [自治会数]26(±0)

[民生委員児童委員] 定数：37人(100.0%) 現員数：34人(103.1￥0%) 充足率：91.9％(+2.7p)

[身体障害者手帳所持者数]414人(110.4%) [知的障害者手帳所持者数]110人(119.6%)

[精神保健福祉手帳所持者数]86人(148.3%)

[生活保護世帯数]121世帯(101.7%) [生活保護率]13.3‰(-0.4p)

[障害児童相談支援事業所数]1(±0) [特定相談支援事業所数]1(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：有（社協以外運営） 機能強化型：有（社協以外運営）

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ふれあい・ささえあい・えがおあふれる松田町

▷データ篇P.7～

9

10

11

4

4

4

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計13

計14

計15

4

29

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：15人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成29年10月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ ■ － ■ ■ ■

－ ■ － ■ ■ ■

－ ■ － ■ ■ ■

－ ■ － ■ ■ －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

設置総数：1   基幹型：有（社協以外運営） 機能強化型：有（社協以外運営）

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (0) (1) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

0第2層 1 (1) (0) (0)

▷データ篇P.7～

生活支援体制整備事業
ボランティアセンタ－事業
法人後見事業

▷データ篇P.14

養成講座の開催、中年層の世代へのアプローチなど

圏域としては第1層、第2層は一緒で、役割として分担し、連携している

地域福祉推進係
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設立：S32.12.1 法人認可：S61.1.22

〒258-0111 足柄上郡山北町向原1379番1

TEL  0465-75-1294 FAX 0465-76-4079 Email  info@yamakitashakyo.jp

URL  http://www.yamakitashakyo.jp

■ 山北町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]9,679人(100.9%) ……… 男：4,800人 / 女：4,879人 [高齢化率]41.1%(+1.5p)

[世帯数]3,934世帯(102.3%) [平均世帯構成人数]2.46人(98.8%) [自治会数]54(±0)

[民生委員児童委員] 定数：37人(100.0%) 現員数：37人(100.0%) 充足率：100.0％(±0p)

[身体障害者手帳所持者数]419人(91.7%) [知的障害者手帳所持者数]90人(104.7%)

[精神保健福祉手帳所持者数]65人(118.2%)

[生活保護世帯数]55世帯(105.8%) [生活保護率]6.7‰(+0.6p)

[障害児童相談支援事業所数]0(±0) [特定相談支援事業所数]0(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

みんなの手で誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり

▷データ篇P.7～

5

5

5

5

5

5

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計10

計10

計10
6

4

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：10人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

なし

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ ■ － － － －

－ ■ － － － －

－ ■ － － － －

－ － － － － －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (0) (1) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

0第2層 0 (0) (0) (0)

▷データ篇P.7～

①第５次地域福祉活動計画の推進
②災害ボランティアの組織化
③財政基盤の強化

▷データ篇P.14

令和３年度に地区福祉協議会等に説明しモデル地区を選定し「地域支え合いサービス」事業を実
施していく計画。
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設立：S61.4.1 法人認可：S61.3.28

〒258-0021 足柄上郡開成町吉田島1043-1   町福祉会館１F

TEL 0465-82-5222 FAX  0465-82-5928 Email  network@kaiseishakyo.jp

URL http://www.kaiseishakyo.jp/

■ 開成町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]18,432人(101.6%) ……… 男：8,954人 / 女：9,478人 [高齢化率]24.7%(+1.0p)

[世帯数]7,003世帯(101.4%) [平均世帯構成人数]2.63人(100.1%) [自治会数]14(±0)

[民生委員児童委員] 定数：35人(100.0%) 現員数：35人(100.0%) 充足率：100.0％(±0p)

[身体障害者手帳所持者数]475人(96.2%) [知的障害者手帳所持者数]147人(110.5%)

[精神保健福祉手帳所持者数]89人(96.7%)

[生活保護世帯数]106世帯(112.8%) [生活保護率]8.0‰(+0.9p)

[障害児童相談支援事業所数]2（±0） [特定相談支援事業所数]2(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念
みんなで育もう！ 誰もが安心してイキイキと暮らせる福祉のまち かいせい
基本目標
＊みんなでつながりあい、支えあい、誰もが福祉活動に参加できる地域社会をめざそう！
＊地域のあらゆる機関・団体と協働して、計画的に福祉ネットワークづくりに取り組もう！
＊一人ひとりのニーズをもとに、暮らしに根ざしたサービス・支援体制を開発・実施、提言しよ
う！

▷データ篇P.7～

3

4

10

17

18

14

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計20

計22

計24

7

215

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：24人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成28年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

■ ■ ■ － － －

■ ■ ■ － － －

■ ■ ■ － － －

■ ■ ■ － － －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (1) (0) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

0第2層 1 (1) (0) (0)

▷データ篇P.7～

地域住民・社会福祉協議会・町が、緊密な連携と協働のもとで地域福祉を推進していくために、町の
行政計画である｢開成町地域福祉計画｣と、住民を構成員とする社会福祉協議会を中心とした民間の計
画である｢開成町地域福祉活動計画｣を一体的なものとして、令和3年度を始期とする『開成町福祉コ
ミュニティプラン（令和３年度～令和７年度）』を策定しました。
① 住民の皆さんを主体とした「ともに生きる豊かな地域社会」の実現
② 誰もが人格と個性が尊重され、その人らしい生活を送ることができる福祉サービスの実現
③ 住民の皆さんと福祉組織・関係者の協働による包括的な支援体制の構築
④ 地域生活課題に基づく先駆的・開拓的なサービス・活動の創出
⑤ 持続可能で責任ある自律した組織経営

▷データ篇P.14

行政と連携して、地域の担い手養成講座を開催する。（本事業主管課（福祉介護課）及び企画政
策課協働推進担当）

社協職員（地区担当職員）の積極的な関わりを強化する

157



設立：S31.9.1 法人認可：S61.3.31

〒250-0311 足柄下郡箱根町湯本855

TEL  0460-85-9000 FAX  0460-85-6888 Email  hakosha-vc@poem.ocn.ne.jp 

URL https://hakone-shakyo.jp/

■ 箱根町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]11,253人(102.7%) ……… 男：5,417人 / 女：5,836人 [高齢化率]37.9%(+0.6p)

[世帯数]6,391世帯(104.6%) [平均世帯構成人数]1.76人(98.4%) [自治会数]35(±0)

[民生委員児童委員] 定数：44人(100.0%) 現員数：43人(100.0%) 充足率：97.7％(±0p)

[身体障害者手帳所持者数]431人(99.5%) [知的障害者手帳所持者数]115人(106.5%)

[精神保健福祉手帳所持者数]44人(104.8%)

[生活保護世帯数]234世帯(99.6%) [生活保護率]23.3‰(-0.1p)

[障害児童相談支援事業所数]0(±0) [特定相談支援事業所数]0(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

心豊かで生きがいのある福祉のまちづくり

▷データ篇P.7～

10

14

15

18

14

8

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計28

計28

計23

11

5

7

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：23人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

(0)

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成30年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

■ ■ － ■ ■ －

■ ■ － ■ ■ －

■ ■ － ■ ■ －

■ ■ － ■ ■ －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 1 (1) (0) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

5第2層 1 (1) (0) (0)

▷データ篇P.7～

・福祉総合相談事業
・生活支援コーディネーター事業
・共同募金配分金事業

▷データ篇P.14

町内5地区の生活圏域内において、自分たちの困り事やできることを考える「地域のことを話し合う会」を
発足、開催し、自分たちの困りごとを自分たちで改めて考えていくことで、地域での支え合いの必要性や自
分たちでできる活動の実施を話し合い地域福祉活動へ展開していく取り組みを行っている。結果として支え
合い活動の担い手の確保や地域の福祉活動の育成につながっている。

箱根町では生活支援コーディネータの配置は1名であり第1層と第2層を兼ねている。社協での受託を活かし、
社協で配置する地区担当と積極的に連携することにより生活支援サービスの発展に向けた取り組みを行って
いる。
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設立：S30.4 法人認可：S61.3.28

〒259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴475-1

TEL  0465-68-3313 FAX 0465-68-4179 Email  manazurushakyo@vesta.ocn.ne.jp

URL  http://www.manazurushakyo.jp/

■ 真鶴町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]6,666人(98.7%) ……… 男：3,100人 / 女：3,566人 [高齢化率]43.1%(+0.9p)

[世帯数]2,956世帯(97.3%) [平均世帯構成人数]2.26人(101.6%) [自治会数]9(±0)

[民生委員児童委員] 定数：21人(100.0%) 現員数：14人(93.3%) 充足率：66.7％(-4.7p)

[身体障害者手帳所持者数]300人(89.3%) [知的障害者手帳所持者数]57人(76.0%)

[精神保健福祉手帳所持者数]63人(131.3%)

[生活保護世帯数]93世帯(102.2%) [生活保護率]19.2‰(+0.6p)

[障害児童相談支援事業所数]0(±0) [特定相談支援事業所数]0(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念：
地域で支え、地域で支えられる、安心して暮らせる社会づくり
基本目標：
「いつでも どこでも 相談を」

▷データ篇P.7～

4

5

5

16

3

3

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計20

計8

計8 6

2

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：8人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数

(0)
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

あり（平成29年4月～）

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ ■ － ■ ■ ■

－ ■ － ■ ■ ■

－ ■ － ■ ■ ■

－ ■ － ■ ■ ■

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1層 第2層
R3

R2
R1

H30

生活支援Co 協議体構成員 協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

協議体
第1層 2 (0) (2) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

1第2層 4 (2) (0) (2)

▷データ篇P.7～

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑥ボランティア活動の充実強化
⑦介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑧総合相談体制の推進

①社協の相談窓口機能の向上
②市民や関係団体等の連携・協働による地域福祉の推進
③居場所や活動拠点の確保に向けた取り組み

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

１ 第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２ 地区社会福祉協議会活動支援
３ 地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関係事業）
４ 社会福祉推進委員制度
５ 日常生活自立支援事業
６ よこすか市民後見人等運営事業

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤ボランティア活動の充実強化
⑥介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑦生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑧総合相談体制の推進

○「真鶴町地域福祉計画・地域福祉活動計画」の推進
○生活支援体制整備事業の実施（コロナ禍での地域サロン開催、「まなサポ」の担い手の発掘・養成
等）
○「総合相談窓口」の充実（多様な相談に対して関係機関との連携協働や食糧支援などの実施）
○介護保険事業(ケアマネ)と地域福祉事業の連携（高齢化の進む状況下でのサロン等を活用した相談窓
口の拡充）
○社会福祉協議会組織体制の整備（専門性の向上や受託事業の検討など）

▷データ篇P.14

独居等支援を要する高齢者や子育て世帯を支援する地域ボランティア活動団体が、ボランティア
の確保育成の一環として、子育て中の母親にボランティア活動に参加してもらうため、ボラン
ティア活動参加の際に、子どもを預かる活動を試験的に行っています。

独居等支援を要する高齢者や子育て世帯を支援する地域ボランティア活動団体を支援している

社協は非常勤職員2名、その他2名は地域ボラ
ンティア活動団体に所属
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設立：S30.6.1 法人認可：S61.3.25

〒259-0301 足柄下郡湯河原町中央四丁目12番地5

TEL  0465-62-3700 FAX 0465-62-5150 Email  yugawara.shakyo@sage.ocn.ne.jp

URL https://yugawara-shakyo.jp/

■ 湯河原町の基本情報  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[人口]23,252人(98.7%) ……… 男：10,789人 / 女：12,463人 [高齢化率]41.8%(＋0.8p)

[世帯数]10,742世帯(99.7%) [平均世帯構成人数]2.16人(98.8%) [自治会数]11(±0)

[民生委員児童委員] 定数：54人(100.0%) 現員数：53人(100.0%) 充足率：98.1％(±0p)

[身体障害者手帳所持者数]1,127人(106.1%) [知的障害者手帳所持者数]215人(112.6%)

[精神保健福祉手帳所持者数]198人(102.6%)

[生活保護世帯数]604世帯(103.8%) [生活保護率]30.8‰(+1.6p)

[障害児童相談支援事業所数]1(±0) [特定相談支援事業所数]0(±0)

[地域包括支援センター] 設置総数：1   基幹型：無   機能強化型：無

■ 社協の職員体制  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 基本理念・基本目標  　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理念
明るい心豊かな福祉の町を目指して
目標
法人組織運営強化の推進
地域福祉活動の推進
福祉サービス利用の支援

▷データ篇P.7～

4

4

4

R 0 1

R 0 2

★R 0 3

[職員配置比率推移] 一般事業 経営事業

単位：人

計4

計4

計4
4

[R03職員属性内訳]

正規

非正規・常勤

非正規・非常勤

単位：人

計：4人

▷データ篇P.4

▷データ篇P.2～3、43※（ ）内は前年度比

※事務局長を除く人数

( )内の数字は非正規職員の内、無期雇用転換職員数
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□ 生活支援体制整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◁◀◁  PICK UP !

[事業の受託]

なし

[社協の関わり( H30～R3）] ※■：実施

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

[生活支援Co人数/(所属別内訳 )/協議体の数] ※Co、協議体に関する補足

[当事業の推進について社協としての関わり方、取り組み等の進捗状況等]

□ 地域支え合い活動の担い手の確保、育成に関すること　　     　　　　　　　　　　

■ 令和３年度の重点事業項目　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

協議体 生活支援Co 協議体構成員 協議体

R3

R2
R1

生活支援Co 協議体構成員

協議体
第1層 1 (0) (1) (0) 1

Co人数 (社協) (行政) (その他)

0

第1層 第2層

H30

職員配置 職員参加 事務局対応 職員配置 職員参加 事務局対応

第2層 0 (0) (0) (0)

▷データ篇P.7～

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑥ボランティア活動の充実強化
⑦介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑧総合相談体制の推進

①社協の相談窓口機能の向上
②市民や関係団体等の連携・協働による地域福祉の推進
③居場所や活動拠点の確保に向けた取り組み

1.相談支援体制の強化
2.広報活動の充実
3.企業等への貢献活動の参加促進
4.在宅医療・介護連携支援の強化
5.生活介護事業の充実と体制強化

１ 第5次地域福祉活動計画・市社会福祉協議会行動計画の推進
２ 地区社会福祉協議会活動支援
３ 地区社会福祉協議会活動拠点活用（地区ボランティアセンター関係事業）
４ 社会福祉推進委員制度
５ 日常生活自立支援事業
６ よこすか市民後見人等運営事業

①第３期地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進に向けた取組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤ボランティア活動の充実強化
⑥介護保険制度等に基づく事業の適正な運営
⑦生活応援隊（日常生活支援活動）の推進
⑧総合相談体制の推進

いきいきサロン、ひとりぐらし高齢者昼食会、福祉体験学習、配食サービス、移送サービス、生活福
祉資金貸付事業・日常生活自立支援事業・総合相談等困窮者支援事業

▷データ篇P.14

活動計画推進として地域福祉施設との協働による人材育成に関する取り組みをR4年度から実施。
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■

■

■

左ページ ■　基本情報

※データの前年度比について

■　社協の職員体制

両グラフとも、事務局長を除く職員数を使用しています。

※[職員配置比率推移]について

右ページ □　生活支援体制整備事業

※[社協の関わり（H30～R3）]について

生活支援体制整備事業の実施主体は市町村行政ですが、社協等に委託することもでき
ます。事業全般を委託するケースや、1層2層を分担しているケースなど様々ですが、
データ篇の回答(p.00)から、政令市を除く県内30市町村の７割が社協に事業を委託し
ていることがわかります。事業受託をしていなくても、地域福祉の推進役である社協
として何らかの役割をもって事業に関わっているケースも少なくありません。当項目
はH30年度から継続して調査しており、その変遷を図示したものです。

個票篇　補足事項

本個票篇は、第１部データ篇の掲載内容を抜粋し、市町村社協個別のページとして作成した
ものです。

データ篇に対応するページを付記しましたので、他社協との比較等の際には参照してくださ
い。

社協名下に掲載している所在地、連絡先、ホームページ等は、令和3年11月時点で確認をし
た内容です。また、事務所が複数ある場合は、主たる事務所について掲載していますので、
複数事務所の有無、最新状況等につきましては、各社協のホームページ等で確認してくださ
い。

昨年度の同調査報告書（令和元年度 市町村社協活動現況報告書）の同項目のデータと
の比較です。人数等との比較については％表示、率の増減についてはp（ポイント）表
示、施設数等については増減数を (　）内に付記しています。

R1、R2の同調査報告書の同項目データとの比較グラフで、いずれの事業への職員配置
が多いかを示しています。ただし職員配置については『データ篇　補足事項 p.90』に
もありますとおり、各社協とも職員の従事事業が厳密に分けられる状況にないケース
が多くあります。『データ篇　4.介護・生活支援サービス部門 p.49～』の事業展開状
況等と併せ、事業配分の傾向等の参考にしてください。
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※[生活支援Coの人数/(所属別内訳)/協議体の数]について

□　地域支え合い活動の担い手確保、育成に関すること

当個票PICK UPページ用に追加調査をした項目です。当項目については県内の全容を把
握するため、政令市（横浜市、川崎市、相模原市）の状況も別途調査を行いました。
県内全市町村の状況として、p.166～の一覧表も併せて参照してください。p.167〈政
令市以外〉の表中「補足」については、各個票ページ同項目の記載内容を一部抜粋し
て掲載しています。

生活支援Coについては異動や離職等により担当者が頻繁に入れ替わる状況も少なくあ
りません。地域で“顔見知り”を増やしながら活動を深めていくことが求められる
中、その定着は当事業の隠れた課題のひとつとも言えるでしょう。
協議体について当事業では固定の「会」の設置が定められているわけではないので、
話し合うテーマにより適したメンバーを招集して「場」を持つスタイルの地域もあり
ます。固定のメンバーで継続的な話し合いを重ねる地域もあります。それぞれ地域の
実情に合わせての取り組みや工夫ではありますが、他地域でも参考にできる事があり
そうです。
掲載の数値は調査回答の時点（R3年11月前後）のものになります。

生活支援体制整備事業では、主に高齢者の地域生活を支えるまちづくりを行ってきま
したが、重層的支援体制整備事業も進められる中、高齢、障害、児童、困窮等の分野
で区切ることなく、全ての住民にとって暮らしやすいまちづくりを考える視点がこれ
からの生活支援Coには必要になってくるでしょう。
生活支援体制整備事業に限ることなく、社協における地域共生社会の推進において、
その地域に暮らす住民同士の支え合い活動の展開は重要なファクターですが、その活
動の担い手不足が課題となっている地域も多く、各社協が苦慮しながらも様々な取り
組みをしている様子が当項目への回答からもわかります。
個票の「基本理念・基本項目、本年度の重点事業項目(データ篇p.7～)」や、データ篇
の「住民を対象とする研修等(p.25)」「助成事業の実施(p.37～)」等、他の項目も併
せて参照してください。
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(社協) (行政) (その他) 計 (社協) (行政) (その他) 計

横浜市 計 (18) (0) (0) 18人 ― (0) (0) (144) 144人 ― 162人

鶴見区 (1) (0) (0) 1人 (0) (0) (0) (9) 9人 (31) 10人

神奈川区 (1) (0) (0) 1人 (0) (0) (0) (8) 8人 (42) 9人

西区 (1) (0) (0) 1人 (0) (0) (0) (4) 4人 (33) 5人

中区 (1) (0) (0) 1人 (1) (0) (0) (6) 6人 (25) 7人

南区 (1) (0) (0) 1人 (0) (0) (0) (8) 8人 (17) 9人

港南区 (1) (0) (0) 1人 (1) (0) (0) (9) 9人 (34) 10人

保土ケ谷区 (1) (0) (0) 1人 (1) (0) (0) (7) 7人 (40) 8人

旭区 (1) (0) (0) 1人 (0) (0) (0) (13) 13人 (55) 14人

磯子区 (1) (0) (0) 1人 (1) (0) (0) (7) 7人 (28) 8人

金沢区 (1) (0) (0) 1人 (0) (0) (0) (9) 9人 (13) 10人

港北区 (1) (0) (0) 1人 (0) (0) (0) (10) 10人 (10) 11人

緑区 (1) (0) (0) 1人 (0) (0) (0) (7) 7人 (13) 8人

青葉区 (1) (0) (0) 1人 (0) (0) (0) (12) 12人 (24) 13人

都筑区 (1) (0) (0) 1人 (0) (0) (0) (5) 5人 (6) 6人

戸塚区 (1) (0) (0) 1人 (0) (0) (0) (11) 11人 (18) 12人

栄区 (1) (0) (0) 1人 (1) (0) (0) (7) 7人 (12) 8人

泉区 (1) (0) (0) 1人 (0) (0) (0) (7) 7人 (52) 8人

瀬谷区 (1) (0) (0) 1人 (0) (0) (0) (5) 5人 (12) 6人

川崎市 計 (0) (7) (0) 7人 ― (0) (107) (38) 145人 ― 152人

川崎区 (0) (1) (0) 1人 ― (0) (22) (2) 24人 ― 25人

幸区 (0) (1) (0) 1人 ― (0) (13) (11) 24人 ― 25人

中原区 (0) (1) (0) 1人 ― (0) (17) (1) 18人 ― 19人

高津区 (0) (1) (0) 1人 ― (0) (14) (4) 18人 ― 19人

宮前区 (0) (1) (0) 1人 ― (0) (14) (0) 14人 ― 15人

多摩区 (0) (1) (0) 1人 ― (0) (14) (11) 25人 ― 26人

麻生区 (0) (1) (0) 1人 ― (0) (13) (9) 22人 ― 23人

相模原市 計 (0) (8) (0) 8人 1 (29) (0) (0) 29人 29 37人

緑区 (0) (3) (0) 3人 ― (7) (0) (0) 7人 7 10人

中央区 (0) (3) (0) 3人 ― (10) (0) (0) 10人 10 13人

南区 (0) (2) (0) 2人 ― (12) (0) (0) 12人 12 14人

政令市 小計 (18) (15) (0) 33人 1 (29) (107) (182) 318人 29 351人

第2層生活支援Co（その他）に
ついては、（看護）小規模多機
能型居宅介護事業所に配置して
いる。
協議体については、会議体とし
て新たに設置せず、既存の各種
ネットワーク会議や地域との連
携により開催する機会をもって
協議体と解釈している。

第１層生活支援Coの行政内訳：
市域担当(全体１，緑１，中１，
南１)区域担当(緑２(うち津久井
１)、中１，南１)。第１層協議
体は市域で１つ。

既に地域福祉計画の推進組織が
全区・地区にあるため、協議体
は常設に限らずテーマに応じ柔
軟に実施しており決まった形は
ない。各区の協議体数について
は、R2年度の当該会議開催数を
参考回答。

※第2層生活支援Coは地域ケア
プラザ等所属職員。地域ケアプ
ラザの運営法人が社協の場合で
も（その他）として計上掲載し
ています。

□　生活支援Co配置人数(所属別内訳) / 協議体設置数　一覧　<政令市>

第1層Co 第2層Co
市町村名

Co
合計

補足
1
層
協
議
体

2
層
協
議
体
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(社協) (行政) (その他) 計 (社協) (行政) (その他) 計

横須賀市 (0) (1) (0) 1人 7 (0) (1) (6) 7人 7 8人

平塚市 (0) (2) (0) 2人 1 (1) (0) (17) 18人 13 20人
2層Coの内（その他）属性の17
名は福祉村から配属。

鎌倉市 (0) (0) (0) 0人 0 (5) (0) (0) 5人 6 5人

藤沢市 (1) (0) (0) 1人 1 (14) (0) (4) 18人 13 19人

小田原市 (0) (1) (0) 1人 1 (17) (0) (0) 17人 49 18人
協議体は新たに設置するのでは
なく地域に既存の協議の場を協
議体として扱うよう市と調整。

茅ヶ崎市 (0) (4) (0) 4人 1 (5) (0) (0) 5人 13 9人

逗子市 (4) (0) (0) 4人 0 (0) (0) (2) 2人 0 6人
2層Coは本会で委託を受けてい
る包括支援C職員の社会福祉士。

三浦市 (1) (0) (1) 2人 1 (0) (0) (0) 0人 3 2人 Coは第1層のみ配置。

秦野市 (0) (1) (0) 1人 1 (0) (0) (7) 7人 1 8人
協議体構成人数：1層12人、2層
15人。

厚木市 (1) (0) (0) 1人 1 (10) (0) (0) 10人 10 11人
事業受託はしていませんがCoは
市が社協職員に委嘱。

大和市 (0) (2) (0) 2人 1 (0) (0) (36) 36人 5 38人
2層は社協や包括支援C担当者で
はなく住民が担っている。

伊勢原市 (0) (1) (0) 1人 1 (1) (0) (4) 5人 5 6人

海老名市 (1) (0) (0) 1人 1 (6) (0) (0) 6人 6 7人

座間市 (2) (0) (0) 2人 1 (5) (0) (0) 5人 4 7人

南足柄市 (0) (1) (0) 1人 0 (3) (0) (0) 3人 0 4人 2層Coは社協地域福祉班3人。

綾瀬市 (1) (0) (0) 1人 1 (0) (0) (0) 0人 11 1人 2層Coの配置に向け対応中。

愛川町 (0) (2) (0) 2人 1 (0) (0) (0) 0人 0 2人

清川村 (0) (1) (0) 1人 1 (0) (0) (0) 0人 0 1人

葉山町 (0) (1) (0) 1人 1 (6) (0) (0) 6人 7 7人

寒川町 (2) (0) (0) 2人 1 (2) (0) (0) 2人 1 4人 1層2層区分なし。

大磯町 (1) (0) (0) 1人 1 (0) (0) (0) 0人 0 1人

二宮町 (1) (0) (0) 1人 1 (1) (0) (0) 1人 3 2人 Coは1層・2層を兼務。

中井町 (1) (0) (0) 1人 0 (1) (0) (0) 1人 0 2人 Coは1層・2層を兼務。

大井町 (1) (0) (0) 1人 1 (1) (0) (0) 1人 5 2人 Coは1層・2層を兼務。

松田町 (0) (1) (0) 1人 1 (1) (0) (0) 1人 0 2人 地域福祉推進係。

山北町 (0) (1) (0) 1人 1 (0) (0) (0) 0人 0 1人

開成町 (1) (0) (0) 1人 1 (1) (0) (0) 1人 0 2人

箱根町 (1) (0) (0) 1人 1 (1) (0) (0) 1人 5 2人

真鶴町 (0) (2) (0) 2人 1 (2) (0) (2) 4人 1 6人
2層Coの社協は非常勤職員、
（その他）2名は地域ボランティ
ア活動団体に所属。

湯河原町 (0) (1) (0) 1人 1 (0) (0) (0) 0人 0 1人

政令市以外 小計 (19) (22) (1) 42人 32 (83) (1) (78) 162人 168 204人

総 計 (37) (37) (1) 75人 33 (112) (108) (260) 480人 197 555人

□　生活支援Co配置人数(所属別内訳) / 協議体設置数　一覧　<政令市以外>

市町村名
第1層Co 1

層
協
議
体

第2層Co 2
層
協
議
体

Co
合計

補足
※各個票より抜粋

167



個票篇　補足事項

168


